
令和６年 第７回

三種町選挙管理委員会議案

令和６年１２月２日提出

日 時 令和６年１２月２日（月）

午前９時００分

場 所 三種町役場 第２会議室

署名委員

署名委員



次 第

１ 委員長あいさつ

２ 会議録署名委員の指名（ 委員、 委員）

３ 案 件

議案第４０号 選挙人名簿に登録することについて

議案第４１号 選挙人名簿から抹消することについて

報告第２１号 登録の移替えをした者について

報告第２２号 選挙権を有する者の５０分の１の数について

報告第２３号 選挙権を有する者の３分の１の数について

議案第４２号 三種町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務

処理要領の一部改正について

議案第４３号 令和７年３月の定時登録日を定めることについて

４ その他



議案第４０号

選挙人名簿に登録することについて

公職選挙法第２２条第１項の規定により、令和６年１２月１日現在において

別紙の者を選挙人名簿に登録する。

令和６年１２月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 新有権者登録 令和６年１２月１日までに満１８歳に達する者

生年月日：平成１８年１０月２９日から平成１８年１２月２日まで

男 ８人 女 ８人 小計 １６人

２ 転入登録 令和６年９月１日以前より引き続き三種町に居住している者

転入日：令和６年７月１５日から令和６年９月１日まで

男 １１人 女 １２人 小計 ２３人

３ 登録者総数 男 １９人 女 ２０人 合計 ３９人



議案第４１号

選挙人名簿から抹消することについて

公職選挙法第２８条の規定により、令和６年１２月１日現在において別紙の

者を選挙人名簿から抹消する。

令和６年１２月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 死亡抹消者 届出日：令和６年１０月２６日から令和６年１１月３０日まで

男 １９人 女 ２６人 小計 ４５人

２ 転出抹消者 令和６年７月３１日以前に三種町から転出した者

転出日：令和６年６月２７日から令和６年７月３１日まで

男 １２人 女 ９人 合計 ２１人

３ 抹消者総数 男 ３１人 女 ３５人 合計 ６６人

 

 



報告第２１号

登録の移替えをした者について

令和６年１２月１日現在において定時登録に係る登録の移替えをした者は、

別紙のとおりである。

令和６年１２月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

令和６年１０月３日から令和６年１１月３０日までの町内転居により投票区

の移替えをした者

男 １０人 女 １７人 合計 ２７人

 

 



報告第２２号

選挙権を有する者の５０分の１の数について

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙権を有する者

の総数の５０分の１の数は２５９である。

令和６年１２月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

参 考

第７４条第１項 条例の改廃請求

第７５条第１項 地方公共団体等の事務等の執行に係る監査請求



報告第２３号

選挙権を有する者の３分の１の数について

地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１項並びに地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する

者の総数の３分の１の数は４，３１０である。

令和６年１２月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

参 考

第７６条第１項 議会の解散請求

第８０条第１項 議員の解職請求

第８１条第１項 長の解職請求

地教組第８条第１項 教育委員の解職請求



議案第４２号

三種町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理

要領の一部改正について

三種町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領の

一部を改正する告示を別紙のとおり定める。

令和６年１２月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 改正理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等

の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の公布に伴い、関係例規を改

正する必要があるため。

２ 改正内容

いわゆるマイナンバー法等が改正され、マイナンバーカードと健康保険証の

一体化及び現行の被保険者証廃止に伴い、選挙人名簿の閲覧の申出の際に提示

させる本人確認書類として健康保険の「被保険者証」が規定されていましたが、

これを健康保険の「加入資格が確認できるもの」に改めます（第９条関係）。ま

た、その他所要の字句訂正を行います。

なお、該当する書類としては、マイナ保険証を持っていない方に提供される

「資格確認書」と、持っている方に提供される「資格情報のお知らせ」があり

ます。

３ 施行日

令和６年１２月２日から施行します。



（議案第４２号別紙）

三種町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要

領の一部を改正する告示（案）

三種町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領

（令和３年選挙管理委員会告示第２４号）の一部を次のように改正する。

第６条第１号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改める。

第９条第２項第１号中「被保険者証」を「加入資格が確認できるもの」に改

める。

第１４条中「、第２条第２項中「法第２４条第１項各号」とあるのは「法第

３０条の８第１項各号」と」を削る。

附 則

この告示は、令和６年１２月２日から施行する。



三種町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領の一部を改正する告示案 新旧対照表

（下線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（閲覧の拒否） （閲覧の拒否）

第６条 法第２８条の２第３項及び同法第２８条の３第３項に規定する閲覧

を拒むに足りる相当な理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるとき

のことをいう。

第６条 法第２８条の２第３項及び同法第２８条の３第３項に規定する閲覧

を拒むに足りる相当な理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるとき

のことをいう。

（１） 住民基本台帳事務における支援措置申出書を町長に提出し、ドメス

ティック・バイオレンス（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律（平成１３年法律第３１号）第１条第１項に規定する配偶者か

らの暴力をいう。）又はストーカー行為等（ストーカー行為等の規制等に

関する法律（平成１２年法律第８１号）第２条第２項に規定するストーカ

ー行為及び同法第３条の規定に違反する行為をいう。）の被害者の保護の

ための措置を受けている者（以下「支援対象者」という。）が記載されて

いる選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス又はスト

ーカー行為等の加害者から支援対象者に係る閲覧の申出があったとき。

（１） 住民基本台帳事務における支援措置申出書を町長に提出し、ドメス

ティック・バイオレンス（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律 （平成１３年法律第３１号）第１条第１項に規定する配偶者か

らの暴力をいう。）又はストーカー行為等（ストーカー行為等の規制等に

関する法律（平成１２年法律第８１号）第２条第２項に規定するストーカ

ー行為及び同法第３条の規定に違反する行為をいう。）の被害者の保護の

ための措置を受けている者（以下「支援対象者」という。）が記載されて

いる選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス又はスト

ーカー行為等の加害者から支援対象者に係る閲覧の申出があったとき。

（２） （略） （２） （略）

（閲覧者が提示すべき書類） （閲覧者が提示すべき書類）

第９条 （略） 第９条 （略）

２ 規則第３条の２第４項第２号に規定する委員会が適当と認める書類は、次

の各号のいずれかとする。

２ 規則第３条の２第４項第２号に規定する委員会が適当と認める書類は、次

の各号のいずれかとする。

（１） 健康保険の加入資格が確認できるもの、介護保険の被保険者証又は

生活保護受給者証で、地方公共団体が交付するもの

（１） 健康保険の被保険者証 、介護保険の被保険者証又は

生活保護受給者証で、地方公共団体が交付するもの

（２） （略） （２） （略）

（在外選挙人名簿の抄本の閲覧） （在外選挙人名簿の抄本の閲覧）



第１４条 第２条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧につい

て準用する。この場合において

、第３条中「選挙人名簿抄本

閲覧申出書（登録の確認）（様式第１号）」とあるのは「在外選挙人名簿抄本

閲覧申出書（登録の確認）（様式第７号）」と、第４条第１項中「選挙人名簿

抄本閲覧申出書（政治活動）（様式第２号）」とあるのは「在外選挙人名簿抄

本閲覧申出書（政治活動）（様式第８号）」と、第５条第１項中「選挙人名簿

抄本閲覧申出書（調査研究）（様式第３号）」とあるのは「在外選挙人名簿抄

本閲覧申出書（調査研究）（様式第９号）」と、第１０条第２項中「法第２４

条第１項各号」とあるのは「法第３０条の８第１項各号」と読み替えるもの

とする。

第１４条 第２条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧につい

て準用する。この場合において、第２条第２項中「法第２４条第１項各号」

とあるのは「法第３０条の８第１項各号」と、第３条中「選挙人名簿抄本

閲覧申出書（登録の確認）（様式第１号）」とあるのは「在外選挙人名簿抄本

閲覧申出書（登録の確認）（様式第７号）」と、第４条第１項中「選挙人名簿

抄本閲覧申出書（政治活動）（様式第２号）」とあるのは「在外選挙人名簿抄

本閲覧申出書（政治活動）（様式第８号）」と、第５条第１項中「選挙人名簿

抄本閲覧申出書（調査研究）（様式第３号）」とあるのは「在外選挙人名簿抄

本閲覧申出書（調査研究）（様式第９号）」と、第１０条第２項中「法第２４

条第１項各号」とあるのは「法第３０条の８第１項各号」と読み替えるもの

とする。



議案第４３号

令和７年３月の定時登録日を定めることについて

公職選挙法第２２条第１項の規定により、令和７年３月の定時登録日を３月

３日と定める。

令和６年１２月２日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



【今後の日程】

令和７年３月３日（月） 令和７年第１回選挙管理委員会（定時登録及び県知

事選関係）

午前９時 場所：三種町役場 第２会議室


